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町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
個
人
情
報

を
様
々
な
形
で
保
有
し
て
い
ま
す
。
情
報

化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
を

短
時
間
で
大
量
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

に
役
立
て
て
い
る
反
面
、
そ
の
取
扱
い
に

よ
っ
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
個
人
の

権
利
や
利
益
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
も
あ
り

ま
す
。

町
で
は
、
皆
さ
ん
の
個
人
情
報
を
こ
れ

ま
で
以
上
に
保
護
す
る
た
め
、
松
前
町
個

人
情
報
保
護
条
例
を
４
月
１
日
か
ら
施
行

し
ま
す
。

こ
の
条
例
は
、
皆
さ
ん
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

を
守
る
た
め
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関

し
、
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
る
と
と
も

に
、
町
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
に
つ

い
て
、
開
示
を
請
求
し
た
り
、
自
分
の
個

人
情
報
に
誤
り
が
あ
る
と
き
や
目
的
以
外

に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き
な
ど
に
、
そ
の

個
人
情
報
の
訂
正
や
利
用
の
停
止
な
ど
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
保
障
し
て

い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
の
概
要

〈
個
人
情
報
と
は
〉

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
の
ほ
か
、
思

想
、
信
条
、
職
業
と
い
っ
た
個
人
に
関
す

る
情
報
で
、
特
定
の
個
人
が
識
別
さ
れ
る

も
の
を
い
い
ま
す
。

〈
個
人
情
報
保
護
制
度
を
実
施
す
る
機
関
〉

こ
の
制
度
を
実
施
す
る
町
の
機
関
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

町
長
（
水
道
事
業
管
理
者
の
職
務
を
行

う
町
長
を
含
む
。）、
議
会
、
教
育
委
員
会
、

選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委

員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

〈
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
ル
ー
ル
〉

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
今
ま
で
当
然

と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
条
例
に

定
め
る
こ
と
に
よ
り
個
人
情
報
の
保
護
を

さ
ら
に
強
化
し
て
い
ま
す
。
町
の
機
関
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
業
者
や
町
民
の
皆

さ
ん
に
も
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性

を
認
識
し
て
も
ら
い
、
適
切
に
取
り
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●●
収
集
の
制
限

実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
収
集
す
る

と
き
は
、
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
必
要
な

範
囲
内
で
原
則
と
し
て
本
人
か
ら
収
集
し

ま
す
。
な
お
、
思
想
、
信
条
、
信
教
な
ど

の
個
人
情
報
は
原
則
と
し
て
収
集
し
ま
せ

ん
。（
た
だ
し
、
法
令
に
定
め
が
あ
る
場
合

な
ど
一
定
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
収
集

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

●●
利
用
及
び
提
供
の
制
限

個
人
情
報
を
収
集
し
た
目
的
以
外
の
利

用
や
外
部
へ
の
提
供
は
、
原
則
と
し
て
行

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
外
部

と
通
信
回
線
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）
に
よ
る
個

人
情
報
の
提
供
は
行
い
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
、

住
基
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
、
法
令
に

定
め
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

結
合
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

●●
適
正
な
管
理

個
人
情
報
は
正
確
で
最
新
の
も
の
に
保

ち
、
漏
え
い
や
紛
失
な
ど
の
事
故
防
止
に

努
め
ま
す
。
ま
た
、
必
要
が
な
く
な
っ
た

情
報
は
速
や
か
に
廃
棄
又
は
消
去
し
ま
す
。

●●
職
員
等
の
責
務

職
員
、
ま
た
は
職
員
で
あ
っ
た
者
は
、

知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
を
不
当
に
他

人
に
知
ら
せ
た
り
、
不
当
な
目
的
に
使
用

し
ま
せ
ん
。

●●
委
託
業
者
の
責
務

町
か
ら
の
委
託
で
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
業
者
は
、
漏
え
い
や
き
損
の
防
止
な
ど

を
徹
底
し
ま
す
。
ま
た
、
町
か
ら
事
務
を

委
託
さ
れ
て
従
事
す
る
者
は
、
知
り
得
た

個
人
情
報
の
内
容
を
不
当
に
他
人
に
知
ら

せ
た
り
、
不
当
な
目
的
に
使
用
し
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

●●
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
・
閲
覧

町
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
概
要
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
個
人
情
報
を
取

り
扱
う
事
務
ご
と
に
そ
の
目
的
や
個
人
情

報
の
収
集
先
な
ど
を
記
載
し
た
資
料
を
作

成
し
、
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

〈
個
人
情
報
の
開
示
及
び
訂
正
等
の
請
求
〉

●●
開
示
請
求

町
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
町
民
以
外

の
方
で
も
、
実
施
機
関
に
対
し
、
行
政
文

書
に
記
録
さ
れ
た
自
己
の
個
人
情
報
の
開

示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
自
分
の
情
報
で
あ
っ
て
も
、

個
人
の
評
価
や
診
断
の
結
果
に
関
す
る
も

の
な
ど
本
人
に
開
示
す
る
こ
と
が
適
当
で

４月１日から

個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
を実施します！
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